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ファミリー・サポート・センター実施自治体の皆さまへ 

 

 

 

 

「感染症補償制度」はファミリー・サポート・センターの活動中、サービス提供会員が

感染症に感染したことにより死亡または入通院した場合に、自治体が「感染症補償規定」

に基づき支出した見舞金の費用を補償するものです。 

 今回ご案内の「感染症補償制度」をご契約いただくことで、より安心して提供会員が活

動を行えるようになります。ファミリー・サポート・センターの皆さまにおかれましては

ぜひご契約を検討ください。 

なお、本制度では自治体が予め感染症補償規定を備え付けていただくことが前提となります。 

 

＜対象となる事業＞ 

ファミリー・サポート・センター事業 

 

＜保険契約者・被保険者＞ 

ファミリー・サポート・センター事業を実施する自治体等 

 

※本保険は、被保険者（保険契約により補償を受けられる方をいいます。以下同様とします。）

が別途定める感染症補償規定に基づき、ファミリー・サポート・センター登録のサービス

提供会員に対して見舞金を支給することにより被保険者に生じる費用損害を補償する商

品です。 

 

ご契約内容をご確認ください。 

   

 

 

 

 

 

 

一般財団法人 女性労働協会  

三井住友海上火災保険株式会社 

（２０２６年２月） 
  

２０２６年度「感染症補償制度」のご案内 

ご契約・継続いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となっていることを再度 

ご確認ください。保険申込書の記載事項等につきましては、重要事項のご説明にそって

ご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。 

また、継続の場合は、現在のご契約内容についてもあわせてご確認いただき、万が一、

誤りがありましたら、女性労働協会までお問合せくださいますようお願いいたします。 
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＜商品正式名称・商品の仕組み＞ 

約定履行費用保険（補償制度費用保険） 

約定履行費用保険普通保険約款 

＋サイバーインシデント補償対象外特約・サイバーインシデント補償特約（自動セット） 

＋補償制度費用保険特約（ファミリー・サポート・センター用） 

 

＜補償する危険＞ 

被保険者が別途定める感染症補償規定に基づき、給付対象者に対して見舞金等を支給す

ることにより被保険者に生じる費用損害を補償します。 

 

＜給付対象者＞ 

被保険者が実施するファミリー・サポート・センター事業の相互援助活動におけるサービ

ス提供会員。ただし、被保険者である自治体に属する方（在住・在勤等）に限ります。 

 

＜補償する損害＞ 

給付対象者が被保険者の業務の遂行に起因して、細菌・ウイルス等の病原体に感染したこ

とによって感染症（注）を発症し、その直接の結果として死亡または入通院した場合に、次

に掲げる見舞金の給付を行うことによる被保険者の費用損害を補償します。 

（１）感染症葬祭見舞金 

（２）感染症入通院見舞金 

（注）対象とする感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

（平成１０年法律第１１４号）第６条に規定する感染症とし、五類感染症を除きます。 

ただし、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）は五類感染症であり続け

る限りにおいて対象とします。 

 

＜支払限度額＞ 

給付対象者１名につき、保険期間中、次の額を上限とします。 

見舞金の種類 １名あたり支払限度額 

感染症葬祭見舞金 1,000,000円 

感染症入通院見舞金 入通院日数  

１５日以上 50,000円 

８日以上１４日以下 30,000円 

４日以上７日以下 20,000円 

３日以下 10,000円 
 

 

＜保険期間中支払限度額＞ 

保険期間中支払限度額は、給付対象者数（注）に応じて次のとおりとします。 

（注）把握可能な直近の基準日から過去１年のサービス提供会員の実活動人数。 

給付対象者数 保険期間中支払限度額 

５０名以下 5,000,000円 

５１名以上 10,000,000円 
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＜保険金をお支払いしない主な場合＞ 

1. 約定履行費用保険普通保険約款における保険金を支払わない場合 

三井住友海上は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 

① 保険契約者または被保険者（保険契約者または被保険者が法人である場合は、その

理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。）の故意また

は重大な過失。 

② 被保険者でない方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、そ

の方（その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する

その他の機関をいいます。）の故意または重大な過失。ただし、他の方が受け取る

べき金額については除きます。 

2. 補償制度費用保険特約における保険金を支払わない場合 

（１）三井住友海上は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する 

場合は、保険金を支払いません。 

① 給付対象者の故意または重大な過失 

② 見舞金を受け取るべき者の故意または重大な過失 

③ 給付対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 

④ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナーなどの使用 

⑤ 給付対象者が法令に定められた運転資格（注１）を持たないで、または、道路交通法

（昭和３５年法律第１０５号）第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める

酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転 

⑥ 給付対象者の妊娠、早産、流産または外科的手術その他の医療処置｡ただし、被保

険者が別途規定する見舞金を支払うべき感染症を治療する場合を除きます。 

⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事

変または暴動（注２） 

⑨ 核燃料物質（注３）もしくは核燃料物質（注３）によって汚染された物（注４）の放射性、

爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

⑩ ⑦から⑨までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づ

いて生じた事由 

⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染 

⑫ 感染症補償規定に基づく金銭等の支払の不履行による損害賠償責任を負担するこ

とによって被る損害 

⑬ 給付対象者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他

覚所見（注５）のない感染症 

⑭ 初年度契約締結時に既に発症している感染症 

⑮ 待機期間中に発症した感染症 

（２）三井住友海上は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する 

給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が三井住友海上との間

で確認合意しない感染症補償規定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保

険金を支払いません。 

（注１）「法令に定められた運転資格」とは、運転する地における法令によるものをいいます。 

（注２）「暴動」とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく 

平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 

（注３）「核燃料物質」とは、使用済燃料を含みます。 

（注４）「核燃料物質によって汚染された物」とは、原子核分裂生成物を含みます。 

（注５）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる 

異常所見をいいます。 
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＜補償地域＞ 

日本国内 

 

＜保険期間＞ 

２０２６年度の保険期間は、２０２６年５月１日午後４時から２０２７年５月１日午後 

４時までです。なお、年度の途中からもご契約いただけますが、原則として保険期間は 

１年間となります。詳しくは女性労働協会または三井住友海上までご相談ください。 

 

＜待機期間＞ 

初年度契約に限り、契約始期日から２週間を待機期間とさせていただきます。 

※待機期間中に発症した感染症は対象外となります。 

 

＜保険料＞ 

給付対象者１名あたりの年間保険料１，１８０円（最低保険料：５，０００円） 

※把握可能な直近の基準日から過去１年間のサービス提供会員の実活動人数でお申込み 

いただきます。 

【保険料例】 

前年の活動実績における実活動人数が２０人の場合 

１，１８０円×２０名＝年間保険料２３，６００円 

前年の活動実績における実活動人数が３人の場合（最低保険料を適用） 

１，１８０円×３名＝３，５４０円 ＜ ５，０００円 ⇒ 年間保険料５，０００円 

 

＜その他＞ 

・満期返れい金・契約者配当金 

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 

・解約と解約返れい金 

ご契約を解約される場合は、女性労働協会または三井住友海上に速やかにお申出ください。 

■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還さ

せていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間（下図をご参照くだ

さい。）分よりも少なくなります。たとえば、保険期間１年・一時払のご契約を始期日

から６か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よ

りも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。 

 

■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの

期間払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことが

あります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいた

だく必要があります。 

■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、

その差額を払い込んでいただく必要があります。 
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＜ファミリー・サポート・センター 規定例＞ 

○○市ファミリー・サポート・センター感染症補償規定 

第 1 条(本規定の目的) 

本規定は､当事業者が行う事業(以下｢当事業者の業務｣という｡)に従事する者(以下｢業務従事者｣という｡)

が､業務に関連して被った細菌･ウイルス等の病原体に感染したことによって発症した感染症に対して､

当事業者が行う補償の内容を定めることにより､業務従事者の福利厚生の向上を図ることを目的とする｡ 

第 2 条(適用範囲―被補償者) 

本規定は､業務従事者のうち､当事業者の作成､保管する名簿に記載された者(以下｢被補償者｣という｡)に

適用する｡ 

第 3 条(用語の定義) 

本規定において､使用する用語の説明は、次のとおりとする。 

① 感染症 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条（定

義）に規定する感染症をいい、五類感染症を除く。ただし、新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）

が五類感染症に分類された場合も、五類感染症であり続ける限りにおいて対象とする。 

② 業務上の感染症 

被補償者が当事業者の業務の遂行に起因して細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発症

した感染症をいう。発症の認定は、医師（被補償者が医師である場合は、被補償者以外の医師をいう。

以下同様とする。）の診断によるものとする。 

③ 待機期間 

 本規定の施行日が初年度契約始期日と同日になる場合は「本規定発行日から２週間以内」をいう。 

第 4 条(補償を行う場合) 

当事業者は､被補償者が当事業者の業務の遂行に起因して細菌･ウイルス等の病原体に感染したことによ

って発症した感染症に対して補償を行う｡ただし｢本規定発効日｣より前に感染した場合には補償を行わ

ない｡なお､本規定発効日において被補償者でない者については､｢本規定発効日｣を｢被補償者となった

日｣と読み替えて適用する｡ 

第 5 条(補償を行わない場合) 

当事業者は､次の各号に該当する事由によって生じた感染症に対しては補償を行わない｡ 

(1)被補償者の故意または重大な過失 

(2)被補償者の親族の故意または重大な過失 

(3)被補償者の自殺行為､犯罪行為または闘争行為 

(4)被補償者の麻薬､あへん､大麻または覚醒剤､シンナーなどの使用 

(5)被補償者が法令に定められた運転資格を持たないで､または酒によってもしくは麻薬､大麻､あへん､

覚醒剤､シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自

転車を運転している間に生じた事故 

(6)被補償者の妊娠､早産､流産､または外科的手術その他の医療処置｡ただし､当事業者が補償金を支払う

べき感染症を治療する場合には､この限りでない｡ 

(7)地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

(8)戦争､外国の武力行使､革命､政権奪取､内乱､武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 

(9)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性､暴発性その他の有害な特性またはこ

れらの特性による事故 

(10)前 3 号に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 

(11)第 9 号以外の放射線照射または放射能汚染 

(12)待機期間中に被補償者が当事業者の業務の遂行に起因して細菌・ウイルス等の病原体に感染したこ

とによって発症した感染症 
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第 6 条(感染症葬祭見舞金の支払)  

① 当事業者は､被補償者が第４条(補償を行う場合)の感染症を発症し､その直接の結果として感染症

発症日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは､別表１に掲げるとおり 100 万円を感染

症葬祭見舞金として被補償者の遺族に支払う｡ 

② 感染症葬祭見舞金を受けるべき遺族の順位は､配偶者､子､父、母､孫､祖父母および兄弟姉妹の順序とする｡ 

第 7 条(感染症入通院見舞金の支払)  

① 当事業者は､被補償者が第４条(補償を行う場合)の感染症を発症したとき､その直接の結果として､

平常の生活ができなくなり､かつ入院(医師による治療が必要な場合において､自宅等での治療が

困難なため､病院または診療所に入り､常に医師の管理下において治療に専念することをいう｡)も

しくは通院した場合は､被補償者 1 名につきその日数に応じて別表 1 に掲げる額を､感染症入通院

見舞金として被補償者に支払う｡また見舞金の給付は､同一の原因による感染症について､1回に限

ることとする｡ 

② 当事業者は､いかなる場合においても､感染症発症日からその日を含めて 180 日を経過した後の期

間における入通院に対しては見舞金を支払わない｡ 

③ 被補償者が感染症入通院見舞金の給付を受けられる期間中新たに他の感染症を発症したとしても､

当事業者は､重複して見舞金を支払わない｡ 

第 8 条(感染の推定) 

① 当事業者は､被補償者が当事業者の指示に基づき当事業者の業務に遂行した後､その業務を利用し

た者(患者等)が罹患していた感染症と同一名称の感染症を発症(医師の診断による｡)した場合､業

務の遂行に起因して感染したことによって感染症を発症したことと推定する｡ 

② 前項の規定は､他の感染源が特定できる場合には適用しない｡ 

第 9 条(感染の報告義務) 

① 被補償者は､感染したおそれが生じたとき､感染が判明したとき､または感染症が発症したときは､

速やかにそれらの状況および身体の障害の程度を当事業者に報告しなければならない｡ 

② 被補償者が当事業者の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき､またはその報告につ

いて知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは､当事業者は､補償金

を支払わない｡ 

第 10 条(補償金の請求) 

① 被補償者(感染症葬祭見舞金については被補償者の遺族)が､補償金の支給を受けようとするときは､

別表 2 に掲げる書類のうち当事業者が求めるものを提出しなければならない｡ 

② 当事業者は､別表 2 に掲げる書類以外の書類を求めることができる｡ 

③ 被補償者(感染症葬祭見舞金については被補償者の遺族)が､前 2 項の書類を提出しなかったとき､

または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは､補償

金を支払わない｡   

別表１ 補償金額 
 別表

２ 
必要書類 死亡 

入 

通院 

死亡 １００万円 
 

1 補償金請求書 ● ● 

入通院１５日以上 ５万円 
 

2 当事業所の定める状況報告書 ● ● 

入通院８～１４日 ３万円 
 

3 公の機関(やむを得ない場合は第三者)の事故証明書 ● ● 

入通院４～７日 ２万円 
 

4 死亡診断書または死体検案書 ●   

入通院３日以内 １万円 
 

5 感染症の程度を証明する医師の診断書   ● 

   
6 入通院日数を記載した病院または診療所の証明書類   ● 

   
7 被補償者の戸籍謄本 ●   

   
8 被補償者の遺族の戸籍謄本 ●   

   
9 被補償者の印鑑証明書   ● 

   
10 

委任を証する書類および委任する者の印鑑証明書 

(補償金の請求を第三者に委任する場合) 
● ● 

附則 この規定は、令和○年○月○日より施行する
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加入申込手続き 

＜お申込みから保険料のお払込みまで＞ 

１．５月１日保険始期の場合 

（保険期間：２０２６年５月１日午後４時から２０２７年５月１日午後４時まで） 

（１）９ページの２０２６年度「感染症補償制度」年間加入依頼書（別紙１）に必要事項を 

記入し、ＦＡＸ（０３－３４５６－４４２０）にて女性労働協会へ送信してお申込み 

ください。 

（２）加入依頼書ＦＡＸが到着後、女性労働協会より申込書をご郵送します。 

記名・ご捺印いただき、感染症補償規定（写）とともに返送ください。 

加入申込期限：３月１９日（木）締切です。 

（３）三井住友海上にて申込手続完了後、約１週間で三井住友海上から請求書をご郵送します。 

請求書受取後、請求書にて指定の銀行口座に保険料をお振込ください。 

保険料払込期限：６月３０日（火）締切です。 

２．中途加入の場合 

（保険期間の例：２０２６年１０月１日午後４時から２０２７年１０月１日午後４時まで） 

（１）９ページの２０２６年度「感染症補償制度」年間加入依頼書（別紙１）に必要事項を 

記入し、ＦＡＸ（０３－３４５６－４４２０）にて女性労働協会へ送信してお申し込

みください。 

保険開始日：毎月１日です。（例：１０月１日） 

（２）加入依頼書ＦＡＸが到着後、女性労働協会より申込書をご郵送します。 

記名・ご捺印いただき、感染症補償規定（写）とともに返送ください。 

加入申込期限：保険開始日の前月の１０日締切です。（例：９月１０日） 

（３）三井住友海上にて申込手続完了後、約１週間で三井住友海上から請求書をご郵送します。 

請求書受取後、請求書にて指定の銀行口座に保険料をお振込ください。 

保険料払込期限：保険開始日の翌月の末日締切です。（例：１１月３０日） 

 

上記記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支払いでき

ません。また、ご契約を解除する場合があります。 

 

保険証券、約款等についても、三井住友海上からお送りいたします。大切に保管いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 

事故が発生した際の手続き 

事故が発生して（サービス提供会員が感染症を発症して）保険金を請求する場合、ファミ

リー・サポート・センターは、１０ページの２０２６年度「感染症補償制度」事故報告書（別

紙２）を女性労働協会へ速やかにＦＡＸしてください。その後は三井住友海上の指示に従ってください。 
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≪この件に関するお問合わせ≫ 
取扱代理店：一般財団法人 女性労働協会 
      〒１０５－００１４ 東京都港区芝２－２７－８ ＶＯＲＴ芝公園８Ｆ 

ＴＥＬ：０３－３４５６－４４１０ ＦＡＸ：０３－３４５６－４４２０ 
≪引受保険会社≫ 
 三井住友海上火災保険株式会社 （担当課）公務第二部営業第一課 
       

 

A25-101865 承認年月 2026 年 2 月 
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（別紙１）　　一般財団法人　女性労働協会　行（FAX：０３－３４５６－４４２０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Eメール：w-women2a@jaaww.or.jp)

（1）加入依頼日 20  　　年　　　月　　　日

20          年　　　月　    　日午後４時～20         年　 　  月　   　日　午後４時

□直営

□委託　(委託を受けている団体：　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　）

カナ

（役職名と代表者名：　　      　　　    　　　　　　　                           　　）

〒　　　

TEL：　 FAX：

部署課名：

〒　　　

TEL： FAX：

□　施行済　（施行日　２０　　　年　　　　月　　　　日）

正式名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①　保険料（円）給付対象者

　　１名あたり
保険料等(円）①×②

1,180

（10）保険料合計 振込金額　　　　　　　　　円（※振込手数料はご負担願います）

氏名： (印)

所属・役職

TEL：

E-mail：

2026 年度「感染症補償制度」年間加入依頼書

カナ

②　前年の活動実績における

　　実活動人数

（7）設置自治体住所等

（所管部署課名も記入して

ください）

（11）加入依頼担当者

（2）保険期間

（4）事業の運営方法　

（6）団体所在地

（9）保険料根拠

（8）感染症補償規定

（5）加入契約者名

　　（団体及び役職並び

　　　代表者名）

（3）加入団体名

　　（センター名）
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（別紙2）　　一般財団法人　女性労働協会　行（FAX：０３－３４５６－４４２０）

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Eメール：w-women2a@jaaww.or.jp)

記入日

証券No.

ファミリー・サポート・

センター名

記入者名

TEL

FAX

E-mail

フリガナ

氏名

住所

生年月日等

感染症名 　

推定発病日時

推定発病場所

診断を受けた病院等医療機関の名称・所在地等

名称

住所
〒

TEL

上記事故は、当センターまたは団体が調整したサービス提供中に生じた事故であることを証明します。

※　この用紙のデータを希望される場合は、協会までご連絡下さい。

2026 年度「感染症補償制度」事故報告書

20  　　年　　　月　　　日

センター又は団体所在地：

センター又は団体名　　：

代表者氏名　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（印）

感染された提供会員

状況

（西暦）　　　　　年　　　　月　　　　日生（満　　　歳）性別：男・女

〒

　　　年　　　月　　　日　　午前・午後　　　時　　　分頃

□　預かり活動中　　□　その他（　　　         　　　　　　　）

該当するものにチェックをつけて、ご記入ください。

□　入院　　　日　　　□　通院　　　日　　　□　現在も通院中

原因（例：依頼子どもからコロナに感染し、14日間入院）

入院・通院の状況


